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１．誰もが将来の選択肢に制約のない社会の実現に向けて 

岸田政権の目指す「成長と分配の好循環」を実現するには、イノベーションや産業・

企業の新陳代謝の活性化が不可欠である。半面、デジタル化に伴う経済的パワーの集

中やデジタルディバイド等を背景に、世界中で所得や資産の二極化も進んでいる1。経

済的格差の固定化を防ぐことは、社会的な重要性はもちろん、経済の活力を維持し、

持続的に発展させていくためにも大切であり、機会の平等を保障する政策や施策の重

要性がこれまで以上に高まっている。特に、これからの経済・社会を担う子どもたち

が将来に夢を持ち、その能力・意欲を存分に発揮できる環境を築いていけるかどうか

が、さらなる少子化の進展を含め、日本の将来を大きく左右する。 

 

日本における子どもの相対的貧困2率は、2018 年時点で 13.5％に達している。これ

は親世代の経済的制約に起因するところが大きく、子ども世代も貧困に陥る「貧困の

再生産」が発生している（図表１）。 

 

図表１ 貧困の再生産 

 

 

子どもたちは、経済同友会が実現を目指す「生活者共創社会」の最も重要なステー

クホルダーである。高齢者を中心とした分配から将来世代を重視した分配への転換を

実現し、子どもたちの将来に向けた選択を制約する要因を取り除き、生活者共創社会

の担い手として活躍できるようにすることは、すべての大人たちの責務である。 

 

こうしたなか、2023 年 4 月、子どもにかかる各種政策の総合調整機能を担う組織と

して、「こども家庭庁」が設置される見通しであり、現在、同庁の設置法案が国会で

審議されている。すべての子どもが将来の選択肢に制約のない社会を実現するために

は、子どもの貧困問題の解決が喫緊の課題である。 

そこで、新組織の設置に伴い、子どもにかかる問題・政策への関心が高まっている

この機を捉え、貧困対策を中心とするこども政策に関し、広く未成年全員を対象に、

包括的な提言を行う。また、ESG の観点を重視する経営者・企業、そして生活者共創

社会の一員として、関係府省庁や地方公共団体、NPO 法人等と連携しながら、積極的

にアクションを起こしていく。 

 

                                         
1 OECD “Wealth Distribution Database”によれば、トップ 10％の家計純資産の保有割合が、米国

では 8 割弱、ドイツ、カナダ、英国でも 5 割を超えている。 

2「等価可処分所得（世帯の可処分所得を世帯人数の平方根で割って算出）が全人口の中央値の半

分未満の世帯員をいう。相対的貧困となる世帯の可処分所得は 2 人世帯で 180 万円未満、3 人

世帯で 220 万円未満、4 人世帯で 254 万円未満である（2018 年度）。 
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２．子どもの貧困にまつわる構造的課題とコロナ禍の影響 

日本の労働所得について、1984 年から 2014 年にかけての世帯主の年齢階級別のジ

ニ係数の推移をみると、子育て世代の 30 歳代後半～40 歳代で特に上昇が著しい（図

表２）。 

図表２ 年間収入にかかるジニ係数の推移 

（二人以上勤労者世帯、世帯主の年齢階級別） 

（資料）総務省『全国家計構造調査』『全国消費実態調査』 

 

また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、対人サービス産業を中心に、営

業制限が実施された。ひとり親世帯のうち、特に母子世帯では、親が非正規雇用で対

人サービス業に従事する割合が高く3、所得の減少や雇用機会喪失等の影響を特に強

く受けた。 

さらに、2020 年には、小学校、中学校、高等学校および特別支援学校等に対し、一

斉臨時休業が要請された。学校給食がなくなった結果、困窮世帯の子どもたちの中に

は、栄養バランスの良い食事を摂る機会を失った児童もいる。 

加えて、困窮世帯ほど、学校での学習機会喪失の影響が大きく、学力格差がさらに

拡大した。例えば、①住居の間取りに余裕がなく、学習環境の確保が難しい、②オン

ラインで補習プログラム等が提供されても、自宅に Wi-Fi や PC・タブレット等がな

い、③デジタルデバイスに接した機会が乏しいため、支援団体等がデバイスを配布し

ても、セットアップ等の面でハードルが高い――など、オンライン学習への対応の遅

れがみられた。 

                                         
3 厚生労働省『平成 28 年度全国ひとり親世帯等調査』によれば、母子世帯の母のうち、 

「パート・アルバイト」で就業する者の 32.8％がサービス業に従事している。 
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３．こども政策の３つの「壁」 

困窮世帯の子どもたちは、経済的な制約のみならず、本人あるいは保護者に疾患が

ある、学習環境・習慣に恵まれない、基本的な生活習慣を身につける機会が乏しい、

虐待を受けている――など、複合的な課題を抱えている。 

困難を抱えるすべての子どもを早期に発見し、包括的な支援を提供するためには、

行政・学校・NPO 等の関係機関間の円滑な連携が不可欠である。今も、支援の担い手

はそれぞれ想いを持ち、課題解決に取り組んでいるが、（１）高校生の「壁」、（２）

行政機関間の「壁」、（３）行政と NPO の「壁」――の３つの代表的な壁があり、関

係者の役割分担や連携が十分とは言えない。こども家庭庁の設置を機に、「壁」の原

因を解消し、社会が困窮世帯の子どもたちを十分支えられるよう、総合的な取り組み

を進める必要がある。 

 

（１）高校生の「壁」 

キャリアパスの多様性が乏しい日本では、いったん高校を中退してしまうと、再び

教育を受ける機会や就労の選択肢が制約されやすい。こうしたなか、高校生の貧困が、

貧困の連鎖からの脱出を阻む大きな要因になっている。 

義務教育段階では、市区町村立の小中学校に通うケースが多いことから、困難を抱

える児童生徒に関する情報を基礎自治体が一定程度把握している。しかし、高校生に

なると、学校の設置者が都道府県や学校法人になり、生徒が居住する市町村外の学校

に通うケースが増え、基礎自治体ではフォローしきれなくなってしまう。このため、

高校生の貧困問題を適切に把握し、対処することが難しい状況にある。この「壁」へ

の対応がなされないままでは、こども家庭庁の取り組みを含む各種施策の効果が中学

卒業段階で失われてしまう。 

 

（２）行政機関間の「壁」 

①都道府県と市区町村の「壁」 

市区町村立小中学校の教員の服務は、市町村教育委員会が監督するが、任命権者は

都道府県教育委員会4である（指定都市5を除く）。このため、市民に政策を支持され

た首長が、学校教育と福祉施策との連携強化を志しても、人的リソースを適切に配分

し直す等の改革にリーダーシップを発揮しにくく、実現が難しいことがある。 

 

②首長部局と教育委員会の「壁」 

児童生徒と日々接している教員等は、支援を要する子どもたちの状況を把握してい

ることが多い。また、困窮世帯の児童・生徒は包括的な支援を必要としていることか

ら、学校と福祉部門、NPO 等の連携が不可欠である。 

                                         
4 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 37 条 
5 地方自治法第 252 条に規定されている 20 の都市をいう（大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、

神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市、さいたま市、静岡市、

堺市、新潟市、浜松市、岡山市、相模原市、熊本市） 
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しかしながら、教育委員会は、教育の政治的中立性や安定性の確保を目的に、地方

公共団体の長から独立した行政委員会として設置され、福祉部門を所掌する首長部局

とは明確に事務が分掌されている。そのため児童に関する情報を共有し、機動的に連

携を図ることが容易ではない（図表３）。また、虐待事案についても、異変に気付き

やすい学校や警察と、支援を担う児童相談所（福祉）の連携や人員・体制の不足、責

任・権限の不明確さ等により、機動的に対応できないケースがある。 

 

図表３ 首長部門と教育委員会の一般的な事務分掌 

事務分掌 首長部局 教育委員会 

予算の編成・執行 〇  

契約の締結 〇  

条例案の提出 〇  

教育 教育財産の取得・処分 〇  

学校教育 

・公立学校の設置・管理 

（幼稚園、小学校、中学校） 

・教職員の人事、研修 

・児童・生徒の入学、退学 

・教育課程、生徒指導 

・教科書等の採択 

 〇 

社会教育（生涯学習）  〇 

スポーツ、文化、文化財  〇 

福祉 社会福祉 

 ・非課税世帯給付 

〇  

児童福祉 

 ・保育所 

 ・放課後児童クラブ 

 ・児童手当 

 ・ひとり親支援 

〇  

障害福祉 〇  

保健 健康増進 

 ・乳幼児健診 

 ・予防接種 

〇  

国民健康保険 〇  

 

政府も、首長部門と教育委員会との連携強化の必要性は認識しており、2014 年度

に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律を改正し、首長と教育委員会が教育行

政について協議・調整を図る場として、首長の設置する総合教育会議が新設された。



5 

しかしながら、2018 年度の開催回数が２回以下の都道府県・指定都市がおよそ８割、

市区町村がおよそ９割を占めるなど、依然として両部門の連携が機動的かつ十分に行

われているとは言いがたい状況にある（図表４）。もちろん、物理的会合の開催だけ

が連携の手段ではないが、デジタル技術も活用しながら、関係主体間の適切な情報共

有と連携を図るべきである。 

 

図表４ 総合教育会議の開催状況（令和元年９月１日現在） 

 

（資料）文部科学省6 

 

                                         
6  文部科学省「新教育委員会制度への移行に関する調査（令和元年 9 月 1 日現在）」、

https://www.mext.go.jp/content/20210120-mxt_syoto01-100000011_1.pdf 
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③教育と福祉の融合に向けた文部科学省と厚生労働省の「壁」 

子どもにまつわる政策が、内閣府のほか、教育を担う文部科学省と福祉を担う厚

生労働省に分かれていることの弊害の一例として、放課後児童クラブ7の運営が挙

げられる。 

放課後児童クラブは厚生労働省が所管する福祉事業であり、小学校の校舎内や敷

地内、あるいは敷地外に設置されている。校舎内あるいは敷地内に設置されている

場合、校舎等の財産管理及び目的外利用の許可は文部科学省が所管する教育委員会

や校長が担っているため、放課後児童クラブの活動において、校舎等の設備をどこ

まで利用できるかの判断は、市区町村教育委員会あるいは学校ごとに異なる。 

困窮世帯の子どもは、放課後に習い事や塾に通う機会は少なく、格差の固定化を

防ぐ観点からは、児童クラブの時間帯に宿題をこなしたり、補助的な学習を行った

りすることが望ましい。しかし、放課後児童クラブは厚生労働省の事業のため、そ

もそも教育を目的としていない。また、前述の理由により、校舎内であっても、放

課後は PC やタブレット、Wi-Fi 等を使えないことがあり、時間を有効に利用でき

ているとは言えない。 

 

（３）行政・学校と NPO の「壁」 

行政もさまざまな支援策を設けているが、公平性を求められるがゆえに、一律の所

得制限を設けざるを得ず、きめ細かい支援が難しいほか、予算の執行は議会の承認を

受ける必要があり、機動的対応が制約される面がある。 

また、学校は、さまざまな側面から児童・生徒に関する情報を有しており、教員も

児童・生徒の状況把握に努めている。しかし、既に多忙な教員に、児童・生徒一人ひ

とりのサポートすべてを任せることは現実的でない。また、多くの教員は他の職業経

験を有しておらず、児童・生徒がさまざまなキャリアパスに関する情報・知見を学校

内のみで得ることは容易でない。 

さらに、NPO は強い問題意識を持ち、機動力もあるものの、人材や財源、組織運

営、行政機関における意思決定や予算編成の仕組みに関するノウハウ等が乏しく、行

政や学校とうまく協働できている主体は限られている。また、所得や健康状態等にか

かる情報は機微な個人情報のため、行政や学校から情報提供を得ることができず、支

援を要する児童生徒にスムーズにアクセスできていない。 

このように、三者の円滑で柔軟な連携が困難なことが、支援の効果と効率を損ねて

いる。 

 

                                         
7 児童福祉法における「放課後児童健全育成事業」の通称。小学校に就学する児童で、保護者が労

働等により昼間家庭にいない者に対して、授業の終了後に児童厚生施設等を利用して適切な遊

びと生活の場を与えることを目的としている。 
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４．こども家庭庁に対する提言 

子どもにかかる各種政策の総合調整機能を発揮する組織として、「こども家庭庁」

が、2023 年 4 月に内閣府の外局として設置される見通しである。 

これに先立ち、2021 年 12 月に閣議決定された「こども政策の新たな推進体制に関す

る基本方針」には、以下のような基本理念が掲げられている。 

 

【今後のこども政策の基本理念】 

（「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」より抜粋） 

・こどもの視点、子育て当事者の視点に立った政策立案 

・全てのこどもの健やかな成長、well-being の向上 

・誰一人取り残さず、抜け落ちることのない支援 

・こどもや家庭が抱える様々な複合する課題に対し、制度や組織による縦割りの壁、

年齢の壁を克服した切れ目ない包括的な支援 

・待ちの支援から、予防的な関わりを強化するとともに、必要なこども・家庭に必要 

な支援が確実に届くようプッシュ型支援、アウトリーチ型支援に転換 

・データ・統計を活用したエビデンスに基づく政策立案、PDCA サイクル（評価・ 

改善） 

 

しかしながら、同庁の設置法案によれば、内閣府と厚生労働省の関連部門（周産

期医療以外）は移管されるものの、「学校教育」や「幼稚園」はこれまで通り文部

科学省に残される。同庁を設置する以上、子どもの成長支援にかかる政策立案につ

いては、司令塔として一元的かつ包括的な役割を果たすべきであり、そのための十

分な権限を有するべきである。 

今回の法案においても、文部科学省が学校教育を所掌し続けることが、同庁の総合

的な政策立案機能を制約することがあってはならず、要すれば、さらに踏み込んだ制

度の見直しを行うべきである。なお、行政組織の見直しには時間を要するとしても、

同庁は、自ら掲げたミッションを遂行するため、司令塔組織として、関係府省・地方

公共団体等との円滑な連携体制の構築にリーダーシップを発揮すべきである。 

 

（１）関係機関間の連携強化 

 

①教育行政と福祉行政の連携強化 

困難な状況にあることが顕在化している児童・生徒のみならず、困難を抱えるす

べての児童・生徒を早期発見し、包括的な支援を提供するためには、関係機関間の

情報共有と円滑な連携が欠かせない。しかし、現状では、先に述べたような行政機

関間の縦割り・横割りが、速やかな支援の提供や効率的な歳出を妨げている。 

特に、教育行政と福祉行政の連携強化が不可欠であり、健やかな成長という子ど

もの権利確保を最優先に、文部科学省の所掌事務をこども家庭庁に移管することを
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含め、こども行政のあるべき姿について、同庁が主体となって引き続き検討すべき

である。 

とはいえ、行政組織の見直しには一定の時間を要すると見込まれることから、ま

ずは、成果をあげている地方公共団体の事例の横展開等、教育と福祉の壁を越えて

必要な情報連携が円滑に行われる仕組みづくりに、同庁がリーダーシップを発揮し、

創設後 2 年以内（2024 年度まで）に体制を整備することを求める。 

 

一例として、大阪府箕面市は、首長部門と教育委員会の壁を越え、教育と福祉の

融合を図るため、子育て支援業務と母子保健業務を教育委員会に移管し、就学前の

子どもを教育委員会が一元的に所管する体制を整えたほか（図表５）、個人情報保

護条例を改正し、部局を超えて必要な情報を共有できるようにした。 

 

図表５ 就学前の子どもにかかる施策を一元化するための箕面市の工夫 

 

（資料）内閣府 子供の貧困対策に関する有識者会議 大阪府箕面市提出資料

（2019 年 3 月）より抜粋 

 

こども家庭庁は、さまざまな地方公共団体による先進的・積極的な取り組みにか

かる情報が他の市区町村にも共有され、横展開が可能になるよう、司令塔として総

合調整機能を発揮するとともに、モデル条例案を整備する等の環境整備を進めるべ

きである。 

また、困窮世帯を含むすべての子どもの学びを支援するにあたり、デジタル技術

は新たな可能性を拡げる。テクノロジーの進展に伴う便益を子どもたちが広く享受

するためには、デジタルを活用した教育環境の整備が極めて重要である。同庁は、

学校施設や図書館など社会教育施設等を含む、学びのための総合的な環境整備に関

し、文部科学省、デジタル庁、地方公共団体等の関係機関間の連携強化に主導的役

割を果たすべきである。 
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さらに、ひとり親世帯の子どもの貧困率の高さを踏まえれば、養育費の不払い等

への対応を強化することも不可欠である。現在、法務省および厚生労働省の双方で

検討が進められているが、そもそも貧困状態に陥らせないための方策についても、

同庁が積極的かつ迅速に取り組みを進めるべきである。 

 

②情報連携にかかる結果責任の明確化と体制の強化 

虐待児童の早期発見・対応など、学校、警察、児童相談所など複数の行政機関の

情報連携と迅速な対応が不可欠な事案について、同庁が結果責任を負う旨を明確化

するとともに、虐待死など深刻な事案の再発を防止するため、司法を含む体制の見

直し、親との直接的なインターフェースとなる児童相談所職員に対する支援の強化、

専門性ある人材の育成など、真に子どもの権利を擁護するための方策についても検

討・実施を急ぐべきである。 

 

（２）学校の地域への開放の徹底 

困窮世帯の子どもたちは、親や担任教員以外の大人と接する機会が少なく、自身の

将来にどのような選択肢があるのかを想像することが難しい。こうした課題を解決す

るためには、義務教育課程からキャリア教育を充実させることが重要だが、既に業務

量の多い教員がこれを担うことは現実的でなく、多様な地域の大人との接点を増やす

ことが必要である。 

学校と地域住民等が力を合わせて学校運営に取り組むための仕組みとして、2017

年度にコミュニティ・スクール（学校運営協議会）制度が導入されたが、現在も公立

の小中学校の３分の２で未設置である8。こども家庭庁は、司令塔機能を発揮し、文部

科学省と連携して、同協議会の設置を強力に促すべきである。 

企業としても、子どもたちが多様な大人と接し、自らの将来の選択肢について広く

想像できるよう、出張授業等を通じたキャリア教育支援や就労体験機会の提供等、

ESG の観点から積極的に貢献していく。 

 

（３）高校生の支援強化 

2020（令和 2）年度より、高等学校就学支援金制度が改正され、私立高校を含む授

業料の実質無償化（所得制限あり）が実現した。また、低所得世帯については、授業

料以外の教育費を支援する高校生等奨学給付金制度が設けられている。 

                                         
8 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育委員会より任命された委員が、一定

の権限と責任を持って、学校の運営とそのために必要な支援を協議する合議制の機関をいう。

また、学校運営協議会を設置した学校のことを「コミュニティ・スクール」というが、文部科

学省「令和３年度コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動実施状況調査結果」（令和３年

11 月 22 日公表）によると、学校運営協議会を設置している全国の公立小学校、中学校、義務教

育学校は 11,856 校（導入率 33.3%）に留まる。 
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同時に、修学支援制度対象機関と認められている大学、短期大学、高等専門学校、

専門学校を対象とした高等教育における授業料等減免制度9も開始された（減免額の

上限及び所得制限あり）。また、高等学校等を卒業予定あるいは卒業後２年以内で、

学習意欲等のある低所得世帯の学生は、授業料等の減免に加え、返済不要の奨学金10

を受けることができる。 

しかし、大学等の受験料については、東京都等が独自の支援制度を設けているほか

は、日本政策金融公庫の教育一般貸付など限られた支援策しか用意されておらず、受

験料負担が大学等への進学の制約となっている。キャリアパスは多様であることが望

ましく、すべての生徒が高等教育機関に進学すべきとは思わないが、意欲ある生徒の

選択肢を狭めることのないよう、受験料にかかる経済的支援を強化すべきである。 

企業としても、意欲ある人材が就職後に高等教育を受けることを後押しするため、

就業と学びを両立させられるような柔軟な働き方・報酬制度等の導入や、学びを目的

とした退職後の復職を容易にする制度の創設等を検討する。 

 

（４）勤労世代に偏らない負担 

日本は諸外国に比べ、法人所得課税や社会保障負担が大きい一方、消費税をはじ

めとした租税負担の割合が相対的に小さいため、まさに子育てを担っている勤労世

代に負担が集中しがちである（図表６）。 

図表６ 国民負担の構成（2018年度） 

 
（注）カッコ内の数値は国民負担率 

（資料）財務省 

                                         
9 住民税非課税世帯について、国公立大学に通学する場合、入学金 28 万円、年間授業料 54 万円、

私立大学に通学する場合、入学金 26 万円、年間の授業料は 70 万円を上限に減免される。 
10 住民税非課税世帯について、国公立大学に通学する場合、自宅外生は年間 80 万円、自宅生は年

間 35 万円、私立大学に通学する場合、自宅外生は年間約 91 万円、自宅生は年間約 46 万円を上

限に給付型の奨学金が支給される。 
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こども政策は、経済の発展や社会の安定、中長期的な日本経済への信認確保につな

がるものであり、受益者は国民全体である。また、この政策が将来世代の負担を増や

すものであってはならず、財源についても真摯な検討がなされるべきである。こうし

た点を踏まえ、こども政策にかかる追加的な財源確保は、勤労世代や企業のみが負担

する保険料によるのではなく、寄付等を促すインセンティブを強化するほか、広く国

民が平等に負担する税財源により手当すべきである。 

 

（５）熱意ある人材の確保 

こども家庭庁が十分に総合調整機能を発揮するためには、財源確保に加え、人材の

充実11も不可欠である。そのため、①同庁創設にあたり移管される業務を担う幹部職

員については、在籍出向や兼務ではなく、こども家庭庁の中でキャリアを全うできる

ような体制を構築するとともに、特定のポストを他省庁からの出向者の指定席化しな

い、②こども家庭庁として、NPO や地方公共団体、企業等出身の人材をキャリア採用

するなどし、一定割合以上の外部人材を登用する、③こども政策に関心と熱意のある

新卒を同庁として積極的に採用する――等に取り組むべきである。 

 

５．子どもの貧困対策に資するその他の取り組み 

長引くコロナ禍は、困窮家庭の子どもたちの生活や学習、進学に影響を与えている。

今や子どもの貧困対策の充実は待ったなしであり、こども家庭庁の創設を待たずに検

討・実践が期待される取り組みとして、以下が挙げられる。 

 

（１）支援の最前線に立つ NPO 等への支援強化 

①子どもの貧困対策にかかる寄付の促進 

子どもの貧困対策には、地域に密着した草の根の支援が求められている。草の根

の支援に強みを有する NPO 等をエンパワーする方策の一つとして、佐賀県は、ふ

るさと納税の仕組みを活用し、NPO 等を指定した寄付を可能にしている12（次ペー

ジ図表７）。同寄付は、返礼品を設けない代わりに、指定された NPO 等に寄付額

の 90％が交付される仕組みであり、2015 年度の開始以来、指定団体・寄付金額と

もに増加を続けている（次ページ図表８）。 

 

 

 

                                         
11 内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室では、300 人規模の体制を目指し、関係府省庁の職員

の兼務や任期付職員の採用等を進めている。 
12 佐賀県では、行政だけではなく、多様な主体が公共サービスの主体を担うことで、自助・共助・

公助のバランスが取れた協働社会の構築を目標に掲げている。本制度導入は、NPO 等をはじめ

とする CSO（Civil Society Organizations：市民社会組織）が、自ら考え行動する「自発の地域づ

くり」を応援することを目的としている。 
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図表７ 佐賀県における NPO 等の指定寄付の仕組み 

 

（資料）さが CSO ポータル 

 

図表８ 佐賀県における NPO 等の指定寄付の推移 

 
（資料）さが CSO ポータル 

 

ふるさと納税制度には、返礼品競争等、必ずしもポジティブとはいえない側面も

あるが、納税者一人ひとりが、自身が納める税の使途への関心を高める上では一定

の成果を上げた。納税者が、子どもの成長支援を含め、自身が積極的に関わりたい

領域に財源を振り向けられるような枠組みの強化は、社会課題の効率的かつ効果的

な解決や、既存の資源配分を見直す上で有益である。控除額に上限を設けたり、返

礼品の受取に条件を付けたりする必要はあるにせよ、こうした社会的貢献を意識し

た寄付の選択肢や税額控除の限度額の拡大を検討すべきである。 

また、社会課題の解決に向け、一人ひとりが自身の所得や資産を振り向ける領域

を主体的に選ぶという観点では、公益信託制度を活用しやすくすることも一案であ

り、2019 年 2 月の法制審議会答申以降、停滞している検討の加速を期待する。 
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さらに、NPO 等の活動を経済的に後押しする観点からは、休眠預金のさらなる活

用13も有効である。同制度は、2022 年度内に全面施行から５年が経過し、附則の定

める「必要な措置」を講じるタイミングを迎える。この機を捉え、①活用範囲およ

び活用額を拡大するとともに、②事務負担を軽減し小規模団体も活用しやすくする、

③不正利用を防ぐための監査的アプローチからパフォーマンスを重視するアプロ

ーチへのシフトやそのための人材育成、④活用団体から提出されるデータのデジタ

ル化・標準化を通じた知見の構造化とその積極利用――など、数多ある社会課題の

解決に向け、限られた資源の再配分を進めるべきである。 

 

②NPO 等との交流機会の拡大とノウハウの提供 

NPO 等は、子どもの成長を支援する意思はあっても、経理や内部管理、行政との

折衝といった面でのノウハウや人的資源が不足しがちである。一方、企業はそれら

を有していることが多く、その活用は双方にとって有益である。 

また、企業人によるさまざまな職業に関する知見や就労体験機会の提供、企業に

よる技術、文化、スポーツなどさまざまなノウハウや体験の共有は、子どもにさま

ざまな機会を提供する上で極めて有益と考えられる。企業・経営者として、ESG の

観点も踏まえ、こうした活動に積極的に取り組んでいく。 

 

経済同友会のアクションプラン 

 会員・会員所属企業の社員等と NPO 等との交流機会の提供 

 子どもたちへの就労体験機会等の提供 

 会員所属企業の社員へのボランティア休暇取得促進 

 

（２）官民連携による支援の強化 

地域のニーズに対して、地域のステークホルダーが一体となり成果をあげている例

としては、岡山市の「北長瀬コミュニティフリッジ」が挙げられる。一般社団法人北

長瀬エリアマネジメントが運営主体となり、個人、企業・商店などから提供された食

料品・日用品を、デジタル技術を活用し、児童扶養手当や就学援助等を受給している

親子に 24 時間提供する仕組みである。 

こうした取り組みが全国に広がることを期待し、本会としても地域の経済同友会へ、

子どもの貧困に関する問題意識や取り組み事例の情報を共有し、地域の企業と地方公

共団体、学校、NPO 等が連携を強化できるような機会を設ける活動に取り組んでいく。 

 

 

                                         
13  一般財団法人日本民間公益活動連携機構（JAMPIA）『休眠預金活用事業の現況＜データ集＞』

（2021 年 6 月）によれば、資金分配団体による助成事業数は累計 80 事業、助成予定総額は約

98 億円、コンソーシアム構成団体を含む資金分配団体総数は延べ 114 団体、実行団体数は累

計 424 団体。 
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学校と地域の連携事例として、①東京都豊島区の池袋小学校における「企業による

SDGs 教育プログラムの提供」、②東京都三鷹市の「スクールコミュニティ」――が

挙げられる。 

地域の NPO である「豊島子ども WAKUWAKU ネットワーク」は、豊島区教育委

員会と連携し、多忙な教職員に代わり、池袋小学校において、SDGs 教育プログラム

の企画や運営を担っている。 

また、三鷹市では、学校運営協議会の仕組みを活用し、教育に使用していない時間

帯について、学校施設の機能転換を図っている。具体的には、①困難を抱える子ども

たちに補完的な学習指導を行う、②社会体験や自然体験が不十分な子どもたちに機会

を提供する、③地域の大人の学びの場として活用する――等、学校施設を福祉的な機

能を提供するプラットフォームとして活用する「スクールコミュニティ」事業の実証

実験を実施している。 

 

SDGs は 17 の目標の中に、「貧困をなくそう」「質の高い教育をみんなに」「人や

国の不平等をなくそう」など、子どもの成長支援に深く関わる項目をいくつも掲げて

いる。未来を担う子どもたちの成長支援は、持続可能な経済社会の実現という意味で、

SDGs そのものである。「生活者共創社会」の重要な構成員である企業が、子どもた

ちの成長に積極的・主体的に関与していくことは、SDGs や ESG の“Social”の観点

からも強く要請されている。 

 

本会は、1999 年度より、活力ある 21 世紀の日本社会を支えていく人材の育成・教

育を目的に、経営者自身が教育現場に赴き、中高生等に企業や社会の変化・現状を直

接伝える活動を続けている。そうした蓄積も活かしながら、地域コミュニティの一員

として、子どもたちの将来の選択肢を増やすための活動に、企業・経営者としてこれ

からも積極的に取り組んでいく。 

 

経済同友会のアクションプラン 

 会員及び会員所属企業の社員が、学校運営協議会等に参加することを推奨 

 パイロットプログラムとして以下を実施 

 豊島子ども WAKUWAKU ネットワークと連携し、豊島区の小・中学校にお

いて SDGs にかかる出張授業を実施 

 三鷹市のスクールコミュニティにおける、キャリア教育にかかる出張授業

の実施や IT プログラム等の提供 

 

以 上 
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